
- 1 -

本部は３月13日、「2014年度賃金引き上げ、夏季手当および諸要求の申し入

（申第27号）に基づく、第６回団体交渉を開催しました。これまでの議論を踏

まえ、会社からＪＲ東海労の要求に対し、新賃金については「３５歳ポイント

の基準内賃金を１，５００円引き上げ」、夏季手当については「支給月数２．

９５箇月」という回答のみで、諸手当、専任社員の労働条件等、諸要求につい

ては何ら回答はありませんでした。

本部は会社回答を持ち帰り検討した結果、要求とはかけ離れている回答であ

ることから、再申し入れを行うこととしました。

会社の回答と考え方は以下の通りです。

◆平成26年度新賃金
平成26年４月１日現在の35歳ポイントの基準内賃金を、標準乗

数４相当の定期昇給分とは別に1,500円（0.48%）引き上げる。
35歳ポイントの基準内賃金 315,000円

基本給 271,900円

調整手当 26,200円

扶養手当 16,900円

役付手当 0円

◆平成26年度夏季手当
支給月数は、2.95箇月分とする。

支給日は、６月30日以降準備でき次第とする。

2014年度賃金引き上げ、夏季手当等第６回団体交渉

ベア１,５００円、夏季手当２.９５ヶ月
要求とかけ離れた回答！
本部は再申し入れを行う！

ＪＲ東海労働組合 ＮＯ．９０２

２０１４．３．１３

ＪＲ東海労働組合
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◆回答にあたって


